
 

地方自治法（抜粋） 

（協議会の設置）  

第二百五十二条の二の二 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同し

て管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調

整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を

定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。  

２ 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、

都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に

届け出なければならない。  

３ 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方

公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。  

（協議会の組織）  

第二百五十二条の三 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織す

る。  

２ 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非

常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。  

３ 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協

議会を代表する。  

 

市町村の合併の特例に関する法律（抜粋） 

（合併協議会の設置）  

第三条 市町村の合併をしようとする市町村は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七

号）第二百五十二条の二の二第一項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び

均衡ある発展を図るための基本的な計画（以下「合併市町村基本計画」という。）の作

成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会（以下「合併協議会」という。）を置

くものとする。  

２ 合併協議会の会長は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約

の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験

を有する者の中から、これを選任する。  

３ 合併協議会の委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約

の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもって充てる。  

【省略】 

５ 合併協議会には、前二項に定めるもののほか、地方自治法第二百五十二条の三第二項の

規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加える

ことができる。  

 

別 紙 
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